別紙１

対象経費
　　交付決定日以降に実施された費用を対象とし、過年度実施した費用は対象としない。
（1） 商品開発費
① 資材購入費
② 試作品作成費
③ 研究開発費
④ パッケージデザイン費
⑤ このほか町長の認める費用
（2） 視察研修費
視察先は、６次産業化プランナーが推薦する場所とし、説明と質疑があること（飲食のみ、見るだけの場所は視察先と認めない）。
申請者は、視察前までに、６次産業化プランナーの推薦状（様式任意）を取得しなければならない。
① 交通費
最も経済的な経路、方法とする。
自動車で移動する場合、「南知多町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」別表第2で掲げる費用で計算し、有料道路料金を含む。
宿泊費、食費は含まない。
② 視察先受講料
（３）販売促進費
　　　６次産業化商品の「ミーナの恵み」ブランド認定に向けての販売促進活動費用を対象とする。ただし、人件費、飲食費は対象としない。
① 展示会等のＰＲイベントへ参加するための旅費や参加負担金等
② 商品カタログやチラシ等の印刷費や広告料等


